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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨                        

 本県の 65 歳以上の人口割合である高齢化率は、令和４（2022）年 10 月１日現在で 33.9％ と、県

民の約３人に１人が高齢者となっています。これは、全国平均の 29.0％を大きく上回っており、本

県は全国でも高齢化が進んでいる県と言えます。 

 また、昭和 22（1947）年から 24（1949）年に生まれた、いわゆる団塊の世代が全て 75 歳以上の後

期高齢者となる令和７（2025）年には、高齢化率は 35.0％、後期高齢者の割合（後期高齢化率）も

20.6％になると予想されています。医療介護双方のニーズを有する 85 歳以上の高齢者は、令和 22

（2040）年まで増加する見込みです。 

 少子高齢化の進展に加え、世帯構造の変化などもあり、一人暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯

の増加とともに、認知症高齢者や重度の介護を要する高齢者の増加も見込まれているところです。 

 今回新たに策定する第９期計画は、こうした時代の潮流を捉えながら、団塊の世代が 75 歳以上と

なる令和７（2025）年を目前に控え、その先の、いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和

22（2040）年、さらには、高齢化率が４割を超える令和 32（2050）年を見据え、第８期の基本理念を

継承しつつ、中長期的な視野に立って策定するものです。 
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第１章 計画の策定にあたって 

２ 計画の性格と役割                      

 本計画は、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の９に基づく老人福祉計画であるととも

に、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 118 条に基づく介護保険事業支援計画としての性格を併

せ持つものです。また、県の長期総合計画「安心・活力・発展プラン２０１５」における高齢者福祉

部門の計画として、本県の高齢者福祉施策の基本指針となるものです。 

 また、市町村が策定する老人福祉計画及び介護保険事業計画の実施を支援する役割を持つことか

ら、本計画のサービス見込量及び目標量の設定については、原則として市町村の老人福祉計画・介護

保険事業計画の数値を積み上げていますが、必要に応じて広域的な視点からの調整を加えたものとな

っています。 

 なお、県が策定する他計画との関係では、地域福祉の基本的方向性を示す「大分県地域福祉基本計

画」、県民が健康寿命の延伸を図り、生活の質が向上することを目指す「第三次生涯健康県おおいた

２１」、質の高い効率的な医療提供体制を整備するための「大分県医療計画」、医療費適正化を総合的

かつ計画的に推進する「大分県医療費適正化計画」、高齢者の住まいを安定的に確保することを目指

す「大分県高齢者居住安定確保計画」、障害福祉サービスの提供体制を整備するための「大分県障が

い福祉計画」との整合性を図っています。 

 

［図１－１］おおいた高齢者いきいきプランと他の計画との関係 
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第１章 計画の策定にあたって 

３ 計画の期間                                                                                                           

 本計画（第９期計画）は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までを計画期間としてい

ます。これは、県が策定する介護保険事業支援計画が介護保険法に基づき、３年を１期とする計画

とされていることによるものです。 

 

４ 高齢者福祉圏域の設定                   

本計画では、市町村域を越えた広域的な調整を図るため、介護給付等対象サービスの種類ごとの量

の見込みを定める単位となる高齢者福祉圏域を設定します。                             

 この高齢者福祉圏域は、医療サービスと福祉サービスの連携を図る観点から、大分県医療計画（令

和６（2024）年３月策定）に定める二次医療圏と合致させ、表１－１のとおり、６圏域としています。                                                                                      

［表１－１］高齢者福祉圏域 

うち65歳以上人口

東部

（３市１町１村）

中部

（４市）
南部

（１市）
豊肥

（２市）
西部

（１市２町）
北部

（３市）

日田市、九重町、玖珠町

中津市、豊後高田市、宇佐市

圏域名 構成市町村名 面積（㎢）

903.54

1,080.95

佐伯市

竹田市、豊後大野市

1,224.04

1,136.94

人口
高齢化率

（％）

別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 803.21

1,191.07大分市、臼杵市、津久見市、由布市

195,330

556,582

36.4

30.1

64,463

51,847

82,784

155,295

71,170

167,640

27,437

53,106 34.2

42.6

24,381 47.0

31,639 38.2

 
出典：人口（令和４（2022）年 10 月１日現在）は、「毎月流動人口動態調査」。ただし、人口には、年齢不詳を含まな

い。 
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